
 

((広広域域化化組組織織ののカカババーー率率がが拡拡⼤⼤))  
これまで農地周辺の⽔路等を始めとし

た地域資源の保全管理は、⼩規模経営体を
含む多数の農業者等の共同活動により⾏わ
れてきましたが、社会構造の変化に伴う少
数の⼤規模経営体への農業⽣産活動の集中
等により、地域資源の保全活動への参加者
が減少しています。また、⼈⼝減少・⾼齢
化が進む中、共同活動の中核的役割を果た
す者や事務処理を担当する者といった⼈材
の確保が困難となるおそれがあります。 

このような課題に対応して、将来にわた
り地域の共同活動による地域資源の保全管
理が⾏われるよう、農林⽔産省では活動組
織の広域化を推進しています。 

全組織の認定農⽤地⾯積に占める広域化
組織の認定農⽤地⾯積の割合は近年上昇傾
向で推移しており、令和5(2023)年度のカバー率は48.1%となっています(図図表表66--33--22)。 
 
((多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度のの活活動動組組織織ににおおけけるる⾮⾮農農業業者者のの構構成成員員割割合合はは3355%%))  

地域資源の保全管理に携わる者が減少
する中、地域の共同活動を維持していくた
めには、⾮農業者も含め地域全体でその活
動を⽀えるとともに、地域外の多様な⼈材
の参画を求めるなど、集落の枠組みを超え
た活動への発展を促す仕組みを強化するこ
とも重要です。 

多⾯的機能⽀払制度の活動組織において
は、農業者のほか、⾃治会、⼥性会、⼦供
会等の⾮農業者も多数参画しています。 

活動組織における⾮農業者の構成員割合
については令和5(2023)年度は前年度に⽐
べ0.5ポイント上昇し35.1%となっていま
す(図図表表66--33--33)。 

また、令和3(2021)年度に実施した調査によると、多⾯的機能⽀払交付⾦の取組として
地域住⺠以外の主体が参加する活動を実施している活動組織は23%を占めています(図図表表
66--33--44)。地域住⺠以外の主体が来訪するイベント等の創出を実施している組織があると回
答した市町村は37%となっており、地域内だけでなく地域外からの参加者との連携を⽬指
していることがうかがわれます。 

令和5(2023)年度に実施した調査によると、地域の共同活動への地域内からの参加者に
ついて、「現状では活動への地域内からの参加者不⾜による⽀障はない」と回答する組織が
約9割である⼀⽅、「将来(5〜10年後)参加者は不⾜し、⽀障がある⾒込み」と回答する組

図表6-3-2 広域化組織のカバー率 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 各年度末時点の数値 

2) 農地⾯積ベースの割合 
3) 広域化組織のカバー率とは、農地維持⽀払における全組織の認

定農⽤地⾯積に占める広域化組織の認定農⽤地⾯積の割合 
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図表6-3-3 多⾯的機能⽀払交付⾦の活動組織 
における⾮農業者の構成員割合 

資料：農林⽔産省作成 
注：各年度末時点の数値 
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第第33節節  農農地地保保全全等等にに資資すするる共共同同活活動動のの促促進進  

 
農業者や地域住⺠等が⾏う共同活動は、地域の農業⽣産活動の維持に加えて多⾯的機能

の発揮にも重要な役割を果たすものです。⼀⽅、農村⼈⼝の減少・⾼齢化に伴い、これま
で地域の共同活動により保全管理してきた末端農業インフラの維持が困難となり、ひいて
は⾷料安全保障に関わる深刻な問題ともなります。⾮農業者も含め地域全体で保全管理の
活動を⽀えるとともに、地域の枠組みを超えた活動への発展を促す仕組みの強化が必要と
なっています。 

本節では、地域資源や末端農業インフラの保全管理に関する取組について紹介します。 
 
((11))  地地域域資資源源のの保保全全管管理理のの状状況況  
((多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度のの認認定定農農⽤⽤地地はは微微増増傾傾向向でで推推移移))  

農業の有する多⾯的機能の発揮の促
進を図るため、地域共同で⾏う地域資源
の保全管理を⽀援する多⾯的機能⽀払制
度は、⽔路の草刈りや泥上げといった共
同活動を⽀援する「農地維持⽀払」と、
農村環境保全活動や施設の⻑寿命化とい
った地域資源の質的向上を図る共同活動
を⽀援する「資源向上⽀払」の⼆つから
構成されています。 

近年、同制度の認定農⽤地⾯積は微増
傾向で推移し、令和5(2023)年度は前年
度に⽐べ1.3万ha増加し233万haとなり
ました(図図表表66--33--11)。これに伴い、全国の
農⽤地⾯積1のうち同制度を活⽤してい
る⾯積の割合は56.6%となりました。ま
た、令和5(2023)年度における同制度の
活動組織数は前年度に⽐べ171組織増加
し2万6,138組織となりました。 
 
 

 
 

1 「令和4年の農⽤地区域内の農地⾯積」に「農⽤地区域内の採草放牧地⾯積」を加えた⾯積 

多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度のの概概要要  
URL：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html 

図表6-3-1 多⾯的機能⽀払制度の認定農⽤地⾯積 
とカバー率 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 各年度末時点の数値 

2) 多⾯的機能⽀払のカバー率とは、各年度の農⽤地⾯積に対する認定
農⽤地⾯積の割合 
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1 「令和4年の農⽤地区域内の農地⾯積」に「農⽤地区域内の採草放牧地⾯積」を加えた⾯積 

多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度のの概概要要  
URL：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html 

図表6-3-1 多⾯的機能⽀払制度の認定農⽤地⾯積 
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((22))  末末端端農農業業イインンフフララのの保保全全管管理理    
((末末端端農農業業イインンフフララのの保保全全管管理理がが課課題題))  

末端の農業インフラは、農業⽣産の基盤であるだけでなく⾬⽔排⽔や交通等⽣活の基盤
にもなっており、農業者やその地縁・⾎縁者を中⼼とした⾮農業者を含む地域住⺠によっ
て、泥上げや草刈りといった共同活動を通じた保全管理が⾏われてきました。⼀⽅、農村
⼈⼝の減少・⾼齢化や農業集落の⼩規模化に伴い、農業⽤⽤排⽔路の保全管理に関する集
落活動は停滞する傾向にあります。 

農村⼈⼝の減少によって、これまで集落による共同活動により保全・管理していた農業
⽤⽤排⽔路や農道等の農業インフラの機能維持が困難となると、その地域で営農を継続す
る農業者の経営に直結するだけでなく、⾷料の安定供給にも関わるため、⾷料安全保障上
のリスクとなっています。 

 
((共共同同活活動動へへのの⾮⾮農農業業者者・・⾮⾮農農業業団団体体のの参参画画やや作作業業のの省省⼒⼒化化をを推推進進))  

農村⼈⼝の減少、⾼齢化、農業集落の⼩規模化、農地を所有している不在村者の増加や
農業者の代替わりが進⾏する中、これまでの共同活動が困難となるリスクを踏まえ、他地

((事事例例))  地地域域住住⺠⺠とと⼀⼀体体ととななっったた地地域域保保全全のの取取組組((埼埼⽟⽟県県))  
((11))  地地域域のの環環境境保保全全ののたためめ、、地地元元⾃⾃治治会会とと共共同同しし協協議議会会をを設設⽴⽴  

埼⽟県富⼠⾒市
ふ じ み し

の下南畑
しもなんばた

地区では、周辺の住宅地化等により交通
量が増加し、農地や⽔路、農道へのごみの不法投棄等が問題になっ
ていました。このような中、平成20(2008)年に⼟地改良区等の農業
者団体に加え、⾃治会や⼦供育成会等の多くの⾮農業者団体により
構成される、難波⽥城

な ん ば た じ ょ う
公園
こうえん

地域
ち い き

環 境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

協議会
きょうぎかい

が設⽴され、多⾯的
機能⽀払制度を活⽤して地域住⺠を巻き込んだ農道や⽔路等の草刈
り・清掃活動に加えて、菜の花の植栽等の農村環境を保全するため
の共同活動が⾏われています。 

 
((22))  ⼦⼦供供のの参参加加をを主主軸軸ととししたた活活動動でで新新たたなな地地域域のの関関係係をを創創出出  

同協議会では、地域の協⼒を得るために「⼦供の参加」を重視し
た共同活動を進めており、町内の⼦供たちを招いた農業⽤施設での
⽣き物調査や、活動の⼀環で農地に植えた菜の花を活⽤した「菜の
花まつり」でどじょうすくい体験等を⾏うなど、⼦供たちが楽しめ
るイベントを開催しています。⼦供が参加することで、その保護者
の⽅も参加することから、これまで地域との関わりが少なかった住
⺠が地域に関わる機会を増やす場となっているほか、農業者等との
交流が深まり、地域の農業や保全活動への理解、地域の⾃然環境へ
の愛着を深めるきっかけにもなっています。 

  
((33))  地地域域住住⺠⺠ととのの交交流流をを通通じじ、、多多数数のの⾮⾮農農業業者者がが保保全全活活動動にに参参加加  

同協議会では、このほかにも地域のラグビークラブ等と連携した「たんぼラグビー」を始めとした
他の地域の住⺠等との交流を図るイベントを積極的に実施しており、地域全体で年2回実施する⽔路
や農道等の草刈り・清掃活動にも、多くの⾮農業者が参加しています。 

同協議会は今後ともこれらの取組を継続していくことで、地域住⺠と⼀体となった農地・農業⽤施
設や農村環境の保全活動等を地域に根付かせていく考えです。 

農農地地にに植植ええたた菜菜のの花花をを活活⽤⽤ししたた  
「「菜菜のの花花ままつつりり」」  

資料：難波⽥城公園地域環境保全協議会 

 

織が約5割となっています。さらに、地域外の⺠間企業及び法⼈との連携について、地域
共同による⽔路等の地域資源の保全活動を継続するために「地域外の⺠間企業や法⼈と連
携したい」と回答する組織が約3割となっています(図図表表66--33--55)。 

企業や⼤学、農業に関⼼のある⾮農業者等の多様な組織との連携により、共同活動の発
展や、地域活性化につながる事例も⾒られていることから、農林⽔産省では地域の共同活
動に外部団体等を呼び込むための仕組みづくりについて検討を進めています。 

 

図表6-3-5 地域外の⺠間企業や法⼈との連携希望 

資料：農林⽔産省「多⾯的機能⽀払交付⾦の施策の評価」(令和6(2024)年8⽉公表) 
注：令和5(2023)年度に実施した調査で、有効回答数は1,040組織 

(地域住⺠以外が参加する活動の実施状況) (多⾯的機能⽀払交付⾦の取組による 
地域住⺠以外の⽅が来訪するイベント等の創出) 

資料：農林⽔産省「令和3年度多⾯的機能⽀払交付⾦の効果等に関する
アンケート結果について」 

注：令和3(2021)年度に実施した調査で、有効回答数は519組織 
資料：農林⽔産省「令和3年度多⾯的機能⽀払交付⾦の効果等に関する

アンケート結果について」 
注：令和3(2021)年度に実施した調査で、有効回答数は562市町村 
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第第44節節  地地域域資資源源をを活活⽤⽤ししたた事事業業活活動動のの促促進進  

 
 
農⼭漁村が将来にわたって維持・発展していくためには、6次産業化の取組に加え、他

分野との組合せの下で農⼭漁村の地域資源をフル活⽤する地域資源活⽤価値創出1の取組
により、農村における所得の向上と雇⽤機会の確保を図るとともに、地域に豊富に存在す
るバイオマスや再⽣可能エネルギーを有効活⽤することが重要です。 

本節では地域資源活⽤価値創出とバイオマス・再⽣可能エネルギーの活⽤を図る取組に
ついて紹介します。 

 
((11))  地地域域資資源源活活⽤⽤価価値値創創出出のの取取組組のの推推進進  
((66次次産産業業化化のの取取組組をを発発展展ささせせたた地地域域資資源源活活⽤⽤価価値値創創出出のの取取組組をを推推進進))  

農⼭漁村において⼈⼝減少・⾼齢化が進
む中、農林漁業関係者だけで地域の課題に
対応することが困難になってきており、こ
れまで農林漁業に携わっていなかった多様
な主体を取り込み、農⼭漁村の活性化を図
っていくことが重要となっています。 

農⼭漁村における所得の向上に向けては、
農林漁業所得と農林漁業以外の所得を合わ
せて⼀定の所得を確保できるよう、多様な
就労機会を創出していくことが重要である
ことから、従来の6次産業化の取組を発展
させ、農林⽔産物や農林⽔産業に関わる多
様な地域資源を活⽤し、観光・旅⾏や福祉
等の他分野と組み合わせて付加価値を創出
する「地域資源活⽤価値創出」の取組を推
進しています(図図表表66--44--11)。 

農林⽔産省では、農林漁業者や地元企業等多様な主体の連携を促しつつ、商品・サービ
ス開発等のソフト⽀援や施設整備等のハード⽀援を⾏うとともに、全国及び都道府県単位
に設けた地域資源活⽤・地域連携都道府県サポートセンターを通じて、専⾨家派遣等の取
組を⽀援しています。また、各地の優良事例を収集し、全国への横展開等を図ることとし
ています(図図表表66--44--22)。 

さらに、地域資源を活⽤した多様なビジネスの創出を⽀援するため、起業促進プラット
フォーム「INACOME(イナカム)」の運営を通じて、地域資源を活⽤したビジネスコンテ
ストや起業⽀援セミナーの開催、地域課題の解決を望む地⽅公共団体と企業とのマッチン
グイベント等の取組を実施しています。 

 
1 旧「農⼭漁村発イノベーション」 

図表6-4-1 地域資源活⽤価値創出の概念図 

資料：農林⽔産省作成 
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域から移住し農業⽣産活動に取り組みつつ農業以外の事業にも取り組む者、地域資源の保
全・活⽤や地域コミュニティの維持に資する取組を⾏う者といった多様な形で農的活動に
関わる者を確保することが必要となっています。 

また、多⾯的機能⽀払交付⾦の活動組織において、特に連携を希望する業界としては「建
設業界・製造業界」と回答する組織が約7割となっており、連携を希望する活動としては、
「農地維持:基礎的な保全活動」が約9割で最も多く、次いで「資源向上(共同):軽微な補修」
が約7割となっています(図図表表66--33--66)。末端農業インフラの保全管理は多くの⼈⼒による作
業が前提となっていることが多いことから、その保全管理を継続するために、各地域にお
いて保全管理の在り⽅を明確にしつつ、農業インフラの保全管理の省⼒化を図ることが求
められます。そのため、農林⽔産省では、最適な⼟地利⽤の姿を明確にした上で、開⽔路
の管路化、法⾯

のりめん
の被覆等による作業の省⼒化やICTの導⼊等による作業の効率化を推進す

ることとしています。 
 

 
 

((地地域域ににおおけけるる農農業業⽔⽔利利施施設設等等のの保保全全にに係係るる制制度度のの創創設設))  
⼈⼝減少等により集落の共同活動が困難となっていく中で、基幹的農業⽔利施設の維持

管理は主に⼟地改良区が担い、末端農業⽔利施設の維持管理は主に地域住⺠(共同活動)が
担うといった従来の役割分担では農業⽔利施設の保全管理が困難・⾮効率となる地域も出
現してきています。 

このような中、地域の農業⽔利施設等の適切な保全を将来にわたって継続するため、全
国⼟地改良事業団体連合会が開催した「農業⽔利施設等の保全管理の在り⽅検討会」を始
めとした関係者の議論も踏まえて制度の⾒直しが進められ、⼟地改良区が地域の関係者と
連携して⾏う施設等の保全に係る制度の創設等の措置を講ずる「⼟地改良法等の⼀部を改
正する法律」が第217回通常国会において成⽴し、令和7(2025)年3⽉に公布されました。 

図表6-3-6 地域外の⺠間企業及び法⼈と連携したい理由 
(特に連携したい業界) (連携したい活動) 

資料：農林⽔産省「多⾯的機能⽀払交付⾦の施策の評価」(令和6(2024)年8⽉公表)  
注：令和5(2023)年度に実施した調査で、回答数は303組織(複数回答) 
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